
函館港イルミナシオン映画祭開催補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，函館港イルミナシオン映画祭開催補助金（以下

「補助金」という。）の交付に関し，函館市補助金等交付規則（昭和

６２年函館市規則第４３号）に定めるもののほか，必要な事項を定め

るものとする。 

 （目的） 

第２条 地域の活性化を図り，新しい才能を発掘する場である函館港イ

ルミナシオン映画祭は，全国からシナリオを募集し映画化すること

で，地域の新たな文化や観光資源を生み出すものとして重要な役割を

果たしていることから，これを支援することで，「映画の街・函館」

としての魅力向上と地域の活性化を図ることを目的とする。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となるものは，函館港イルミナシオン映画

祭実行委員会（以下「実行委員会」という。）とする。 

 （補助事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は，実行委員会が実施する函館

港イルミナシオン映画祭とする。 

２ 補助対象経費は，函館港イルミナシオン映画祭，シナリオ大賞その

他の補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるものとする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金は，予算の範囲内において交付するものとし，補助の割

合は，補助対象経費の２分の１以内とする。ただし，補助金の交付の

目的を達成するため特に必要があると認める場合は，２分の１を超え

た割合とすることができる。 

２ 補助金に千円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものと

する。 

 （補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 



   附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 


